
東京都板橋区立図書館視聴覚室等利用要綱 

昭和 59年 12月 25日教育長決定 

平成 元年 ３月 25日 一部改正 

平成 ４年 10月 ９日 一部改正 

平成 ５年 10月 ８日 一部改正 

                           平成 19年３月 31日 一部改正 

                          令和 ３年３月 1日 一部改正 

令和 ４年 １月 13日 一部改正 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都板橋区立図書館視聴覚室、会議室、講義室、及び多目的ルー

ム（以下「視聴覚室等」という。）の利用に関し、必要な事項を定める。 

（利用対象） 

第２条 視聴覚室等を利用できる者は、板橋区内に事務所、事業所が所在する会社、工場、

官公署、学校、社会教育団体、地域団体及び会員５名以上で構成される読書会等の

団体で、次の場合に認める。 

（１） 図書館活動として行われる読書会、講演会、映画会等と同様の行事を行う場合 

（２） その他社会教育的な行事で、館長が適当と認める場合 

（利用日） 

第３条 利用日は、図書館が開館している日で、かつ、図書館運営上支障がないと館長が

認める場合とする。 

（利用時間） 

第４条 視聴覚室等の利用時間は、次のとおりとする。 

午  前 ９時から正午まで 

午  後 １時から５時まで 

（利用の手続き） 

第５条 視聴覚室等を利用しようとする者は、利用申請書（別記 第１号様式）により館

長に申請し、その承認を受けなければならない。 

 ２  前項に規定する申請は、利用日の前月 1 日（休館日のときは翌開館日）から３日

前までに当該図書館で受け付ける。 

 ３  館長は、第１項の規定による申請があった場合において、この要綱の規定に反し

ないと認めるときは、利用承認書（別記 第２号様式）を交付する。 

 ４  利用の承認の順位は、利用申請の受付順位による。 

（利用権の譲渡禁止） 

第６条 利用承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、視聴覚室等を利用する権利を

譲渡し、又は転貸してはならない。 

（設備変更の禁止） 

第７条 利用者は、視聴覚室等に特別の設備をし、又は変更してはならない。 

    ただし、あらかじめ館長の承認を受けたときは、この限りではない。 

（遵守事項） 



第８条 利用者は、視聴覚室等の利用にあたって、次の行為をしてはならない。 

（１） 善良な風俗を害し、公の秩序をみだすこと 

（２） 営利を目的として事業を行うこと 

（３） 宗教の布教宣伝活動を行うこと 

（４） 選挙運動又は政党等の政治活動、その他これに類すること 

（５） 他の利用者及び近隣の迷惑となる音を出すこと 

 ２  利用者は、視聴覚室等の利用にあたっては、館長の指示に従わなければならない。 

（利用承認の取消等） 

第９条 次の各号のいずれかに該当するときは、館長は、視聴覚室等の利用承認の取り消

し、若しくは利用を制限し、又は停止させることができる。 

（１） 利用の目的に反する行為があったとき 

（２） この要綱の規定、又は館長の指示に違反したとき 

（３） 災害その他事故により視聴覚室等の利用ができなくなったとき 

（利用の準備及び原状回復義務） 

第 10条 利用者は、視聴覚室等の利用の準備を行うとともに、その利用を終了したときは、

直ちにこれを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用承認を取り消

され、又は利用を停止されたときも同様とする。 

（損害賠償の義務） 

第 11条 視聴覚室等に損害を与えた者は、館長が相当と認める損害額を賠償しなければな

らない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認められるときは、その額を減

額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか、視聴覚室等の利用に関し必要な事項は、館長が別

に定める。 

 付 則 

 １ この要綱は、昭和 59年 12月 25日から施行する。 

 ２ この要綱は、当分の間区立氷川図書館には適用しない。 

 付 則 

 １ この要綱の一部改正は、平成元年３月 25日から施行する。 

付 則 

 １ この要綱の一部改正は、平成４年 10月 9日から施行し、平成５年１月１日から適用

する。 

 ２ 区立氷川図書館については、平成５年１月１日からこの要綱を適用する。 

付 則 

 １ この要綱の一部改正は、平成５年 10月８日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の東京都板橋区立図書館視聴覚室等利

用要綱に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。 

 付 則 

  この要綱の一部改正は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

 付 則 



  この要綱の一部改正は、令和３年４月１日から施行する。 

 付 則 

  この要綱の一部改正は、令和４年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


